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簡易服の着用について（通達）

航空自衛官は、当分の間、別表に定める簡易服及び乙階級章を下記により着用して

差し支えないこととする。

記

１ セーターは、原則として屋内における事務・作業・教育訓練及び営内生活並びに

通勤・外出時に、冬服上衣に代えて、又は妊婦服の上から着用することができる。

２ ジャンパーは、原則として屋外における作業・教育訓練及び営内生活並びに通勤

・外出時に、冬服上衣若しくは作業服上衣に代えて、又は作業服上衣若しくは妊婦

服の上から着用することができる。

３ セーター・ジャンパーのいずれについても、儀式等威儀を正すべき場合には着用

してはならない。

４ 乙階級章を簡易服の両肩に着用するものとする。

５ その他、簡易服の着用に関し必要な細部事項は、航空幕僚長の定めるところによ

る。
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